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設備管理業務の品質

設備管理業務の「品質」について、どのように考えたらよ
いのでしようか。

契約仕様書が設備管理業務の品質を表すものです。

1.契約仕様書は業務の品質を表す

　通常、設備管理業務は、委託者と受託者の間で委託請負契約が締結され、業務が始まります。契約書
では受託者のやるべき業務が仕様書（作業基準表を含む）の中で規定されています。設備管理業務の品質
は、この仕様書に記述された内容をしっかり確実に履行することで保持されます。
　一方、品質の評価は委託者側が行いますので、受託者は委託者の立場に立って丁寧に業務に取り組む
ことが重要です。
　仕様発注又は性能発注においては、委託者側か受託者側のどちらが仕様書をつくるかの違いだけです。
いずれにしても、仕様書は設備品質の代わりのものに違いがありません。従って、仕様書には、委託者
の期待する内容が明確に盛り込まれなければなりません。さらに、実施にあたっては、仕様書に記され
た専門知識と資格を有する技術者が、委託者の要望を踏まえ正しい手順のもとに作業することが不可欠
です。

2. 設備管理業務の進め方

　設備管理業務の進め方については、「計画」、「実施」、「検査」、「見直し」の 4 つの要素、いわゆる
P-D-C-A を完全に回すことが条件となります。
◆「計画」：�委託者が求めている「要求品質」を明確にし、法令を遵守した「維持保全計画書」「作業計

画書」「作業要領」「検査要領」などを作成します。
◆「実施」：�定められた作業要領に記述された運転操作や点検方法により、必要な技能を持った担当者が

実施します。また、保守・故障の場面での保全記録を活用するとともに、記録を保存します。
◆「検査」：�あらかじめ定められた手順・方法に従って、工程内検査及び作業終了後の最終検査を行い、

不具合が発見された場合は、あらかじめ定められた方法に基づいて是正処置を行います。
◆「見直し」�：業務実施途上に発生した不具合や 1年が終了した後に維持保全データの分析から得られた

知見をベースに、品質が委託者の要望に十分に応えているかを評価し、仕様書の見直しと併
せ「作業要領」「検査要領」などを見直すものです。

3. 設備現場インスペクションシートの活用

　（公社）東京ビルメンテナンス協会では、設備管理業務の品質管理のマニュアルとして「設備管理責任
者のための品質管理」を作成しています。マニュアルの巻末に「設備管理現場インスペクション例」が
記載されています。これを各管理建物に合わせてカスタマイズするなどして活用してください。
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設備管理業務における善管注意義務

設備管理業務として民法第 644条における善管注意義務と
はどのように解釈できますか。

単に契約上の受託業務を処理するだけでなく、プロとして社会の
常識として当然要求される仕事を提供することです。

1.設備管理業務委託契約書には

　設備管理業務委託契約書には、「業務の履行」という項目があります。（公社）全国ビルメンテナンス協
会で標準として制定した標準契約書には、次のような条文があります。『乙は、本契約の履行にあたり、
関係諸法令及び諸規則並びに甲が定める管理規定を遵守し、仕様書に定める範囲及び基準を誠実かつ善
良なる管理者の注意義務をもって履行しなければならない』。この委託契約は請負、委託の中間形態の契
約と解されるので、受託者として完全な仕事の履行（民法第 632 条）と、受託業務の本旨に従った善良
なる管理者の注意（民法第 644 条）の義務を定めたものです。

2. 善管注意義務とは

　この善良なる管理者の注意義務（善管注意義務）というのは、『委任を受けた人の、職業、地位、能力
などにおいて、社会通念上、要求される注意義務』です。受託会社は、単に受託業務をこなすだけではなく、
その道のプロとして要求される平均的な注意を尽くす必要があるということです。従って、受託会社は、
プロとして一般的にこれくらいは払うであろうと思われるレベルの注意をもって業務にあたらなければ
なりません。

3. 注意義務違反の事例

　善良な管理者の注意義務を怠る例としては次のようなものがあげられます。
・対象設備などの損傷、危険性、不具合などを知っていながら所有者に通知しなかった。
・修理、補修を依頼していたが、失念より放置してしまい事故につながった。
・管理事務についての報告が、期日どおりにされていない。
・点検をマニュアルどおりに行っていない。

※善管注意義務を怠った管理業務は、民法上過失があったと見なされます。状況によっては損害賠償や
契約解除などが可能となり、案件の重大性と頻度の大小によって解釈が変わります。業務に取り組む前
に契約書の内容をよく確認してください。
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最近の建築物衛生法改正

最近の建築物衛生法改正について教えてください。

CO濃度と温度範囲の管理基準値等が変更になりました。

1.建築物衛生法の趣旨

　建築物衛生法は、1970（昭和 45）年 4 月に公布され、同年 10 月 13 日から施行されました。この
法律では、不特定多数の人が利用する興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、
相当程度の規模を有するものを ｢特定建築物｣ と定義しています。
　その特定建築物の維持管理権原者（特定建築物の所有者、占有者等の維持管理について権原を有する者）
に対して、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な基準（建築物環境衛生管理基準）に従って維持管
理することを義務付けること等により、より高い水準の衛生的な維持管理の実現を求めています。

2. 最近の改正

　最近の本法律の主な改正は次のとおりです。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
　（令和 3年 12 月 24 日公布、令和 4年 4 月 1 日施行）
◆空気調和設備を設けている場合の空気環境基準の変更。
　一酸化炭素の含有率　　百万分の 6以下� （旧は百万分の 10 以下）
　温　度　　　　　　　　18 度以上 28 度以下� （旧は 17 度以上 28 度以下）
◆�特定建築物の管理技術者が同時に他の特定建築物の管理技術者とならないようにしなければならないことを原
則とする規定及び二以上の特定建築物について一定の要件の下で管理技術者を兼ねることを認める規定につい
て削除することとし、二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねる場合は、当該二以上の特定建築物の管理技術
者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと。選任時のみならず、現に選任
している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても同様の確認を行
うこと。確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者など以外に特定建築物維持
管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならないこと。

3. 建築物衛生法の空気環境基準と事務所衛生基準規則の比較解説

　WHOのガイドライン（2018）において、室内温度の低温側基準について 18℃以上に示されているこ
とを踏まえ、建築物衛生法の居室における温度等の基準の改正が行われたが、一酸化炭素の基準につい
てはWHO/EURO（2010）の一般公衆向け基準が根拠とされており、事務所衛生基準規則の一酸化炭素
の基準は変更されていない。

項　　目 建築物衛生法 事務所衛生基準規則
空気調和設備の一酸化炭素 6ppm以下 10ppm以下
空気調和設備の二酸化炭素 1000ppm以下 0.1％（1000ppm）以下

温　度 18℃～28℃ 18℃～28℃
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